
 

 

 
 

 

 今回の進路だより

お知らせします。福祉救護制度を受けるためには、

祉手帳の交付が必要です。
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※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

詳細については、市町村ホームページに
 

発行内容、お問い合わせについて
進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

（ホームページＵＲＬ：

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

員にお話しください。

特別児童扶養手当

・身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

護者の方

・１級（重度障害児）月額５２，２００円（平成３１年４月

・２級（中度障害児）月額３４，７７０円（平成３１年４月

※年３回（４月、

障害児福祉手当

・２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

があり、日常生活において常時介護を必要とする方

・月額１４，７９０円（平成３１年４月

※年４回（２月、５月、

障害基礎年金

・２０歳

・１級…年額９７５，１２５円

 

 

進路だよりは

します。福祉救護制度を受けるためには、

祉手帳の交付が必要です。

について 

主な手帳 身体障害者手帳

対象者 視覚、聴覚、平衡機能、音

声・言語等に障害

 

 

分 １種または２種に区分

さらに、

１級から６級に区分

その他

更新等 

更新期間が原則的にな

届け出が必要なケース

・障害の程度が変わったとき

・住所や氏名等の変更時

・紛失・破損の場合

◇手当・年金について

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

詳細については、市町村ホームページに

発行内容、お問い合わせについて
進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

（ホームページＵＲＬ：

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

員にお話しください。 

しんろだよ

特別児童扶養手当 

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

護者の方 

（重度障害児）月額５２，２００円（平成３１年４月

・２級（中度障害児）月額３４，７７０円（平成３１年４月

※年３回（４月、8

障害児福祉手当 

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

があり、日常生活において常時介護を必要とする方

・月額１４，７９０円（平成３１年４月

※年４回（２月、５月、

障害基礎年金 

２０歳前に初診日がある病気やけがで障害

・１級…年額９７５，１２５円

はＮｏ．７に引き続

します。福祉救護制度を受けるためには、

祉手帳の交付が必要です。手帳については、下表をご覧ください。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音

声・言語等に障害がある方

１種または２種に区分

さらに、障害の種類により

１級から６級に区分

更新期間が原則的にな

届け出が必要なケース

・障害の程度が変わったとき

住所や氏名等の変更時

・紛失・破損の場合

◇手当・年金について 

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

詳細については、市町村ホームページに

発行内容、お問い合わせについて
進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

（ホームページＵＲＬ：http://www.kagayaki.akita

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

 

しんろだよ

 

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

（重度障害児）月額５２，２００円（平成３１年４月

・２級（中度障害児）月額３４，７７０円（平成３１年４月

8 月、１１月）に分けて支払われます。

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

があり、日常生活において常時介護を必要とする方

・月額１４，７９０円（平成３１年４月

※年４回（２月、５月、8 月、１１月）に分けて支払われます。

前に初診日がある病気やけがで障害

・１級…年額９７５，１２５円

Ｎｏ．７に引き続いて

します。福祉救護制度を受けるためには、

手帳については、下表をご覧ください。

身体障害者手帳 

視覚、聴覚、平衡機能、音

がある方 

知的機能の障害

おむね１８歳まで）にあらわ

れ

いるため、何らかの特別の援

助を必要とする

１種または２種に区分 

障害の種類により

１級から６級に区分 

療育手帳ＡまたはＢに区分

更新期間が原則的になし 

届け出が必要なケース 

・障害の程度が変わったとき 

住所や氏名等の変更時 

・紛失・破損の場合 等 

５年または２年で更新

※

 

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

詳細については、市町村ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

発行内容、お問い合わせについて 
進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

http://www.kagayaki.akita

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

しんろだより

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

（重度障害児）月額５２，２００円（平成３１年４月

・２級（中度障害児）月額３４，７７０円（平成３１年４月

月、１１月）に分けて支払われます。

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

があり、日常生活において常時介護を必要とする方

・月額１４，７９０円（平成３１年４月

月、１１月）に分けて支払われます。

前に初診日がある病気やけがで障害

・１級…年額９７５，１２５円   ・２級…年額７８０，１

いて、福祉関係の救護制度

します。福祉救護制度を受けるためには、身体

手帳については、下表をご覧ください。

療育手帳

知的機能の障害

おむね１８歳まで）にあらわ

れ、日常生活に支障が生じて

いるため、何らかの特別の援

助を必要とする

療育手帳ＡまたはＢに区分

５年または２年で更新

※次期判定年月は手帳に記載

されているので、確認をお

願いいたします。

 

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

掲載されておりますのでご覧ください。

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp/chokaku

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

り  

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

（重度障害児）月額５２，２００円（平成３１年４月

・２級（中度障害児）月額３４，７７０円（平成３１年４月

月、１１月）に分けて支払われます。

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

があり、日常生活において常時介護を必要とする方

・月額１４，７９０円（平成３１年４月分から） 

月、１１月）に分けて支払われます。

前に初診日がある病気やけがで障害状態になった方

・２級…年額７８０，１

、福祉関係の救護制度

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

手帳については、下表をご覧ください。

療育手帳 

知的機能の障害が発達期

おむね１８歳まで）にあらわ

、日常生活に支障が生じて

いるため、何らかの特別の援

助を必要とする方 

療育手帳ＡまたはＢに区分

５年または２年で更新 

次期判定年月は手帳に記載

されているので、確認をお

願いいたします。 

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

掲載されておりますのでご覧ください。

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

pref.ed.jp/chokaku

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

～道

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

（重度障害児）月額５２，２００円（平成３１年４月分

・２級（中度障害児）月額３４，７７０円（平成３１年４月分

月、１１月）に分けて支払われます。 

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

があり、日常生活において常時介護を必要とする方 

 

月、１１月）に分けて支払われます。

状態になった方（所得制限があります

・２級…年額７８０，１

秋田県立聴覚

令和

、福祉関係の救護制度（手帳、手当・年金）

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

手帳については、下表をご覧ください。 

精神障害者保健福祉手帳

期（お

おむね１８歳まで）にあらわ

、日常生活に支障が生じて

いるため、何らかの特別の援

精神障害

生活または社会生活に制

限のある方

 

 

療育手帳ＡまたはＢに区分 １級から３級まで

 

次期判定年月は手帳に記載

されているので、確認をお

２年で

※更新

 

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。

掲載されておりますのでご覧ください。

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

pref.ed.jp/chokaku-s/

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

道～ 

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

分から） 

分から） 

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

月、１１月）に分けて支払われます。 

（所得制限があります

・２級…年額７８０，１００円  

秋田県立聴覚支援学校

令和２年２月２１

No.

 

（手帳、手当・年金）

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために、日常

生活または社会生活に制

限のある方 

１級から３級まで

２年で更新 

※更新の時には、障害の

程度を確認するための

再判定が行われる。

※手続きに関する窓口は、お住まいになられている各市町村の福祉窓口になります。 

掲載されておりますのでご覧ください。 

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。 

s/） 

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

（所得制限があります）

 

学校 進路指導

２１日発行 
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（手帳、手当・年金）について

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

精神障害者保健福祉手帳

のために、日常

生活または社会生活に制

 

１級から３級まで区分 

 

の時には、障害の

程度を確認するための

再判定が行われる。 

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

身体か知的に中程度以上の障害のある２０歳未満の子どもを家庭で扶養している保

２０歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害

） 

進路指導部 

 

について

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

精神障害者保健福祉手帳 

のために、日常

生活または社会生活に制

 

の時には、障害の

程度を確認するための

 


